
特記仕様書 

 

１ 業務名 

  おむつのサブスク業務 

 

２ 業務実施期間 

  2026 年 4月 1日から 2027 年 3月 31 日まで 

 

３ 業務実施場所 

  安芸高田市公立保育所（園）3か所 

   みどりの森保育所（安芸高田市美土里町本郷 1714-2） 

   ふなさ保育園（安芸高田市高宮町佐々部 531） 

   くるはら保育園（安芸高田市高宮町原田 3380-4） 

 

４ 業務概要 

  安芸高田市内の上記公立保育所（園）に通う 0歳～2歳児クラスの児童を対象におむ

つ及びおしりふき（以下、「おむつ等」という。）を提供するサブスク業務を実施する。 

 

５ 業務内容 

  (1) 各保育所（園）への物品の配送及び在庫管理 

   提供事業者は、適宜各保育所（園）の在庫管理を行い、適切な量を配送すること。 

  (2) 問い合わせへの対応 

   保護者等からの問い合わせに対して直接対応すること。 

  (3) 保護者等からの利用申込の受付及び利用料金（保護者負担分）の徴収 

   提供事業者は、任意の方法により各保育所（園）の保護者等からの利用申込を受け

付け、保護者負担分として、対象児童 1人につき月額 1,000 円（税込）を徴収する

こと。また、保育所（園）ごとの利用者名簿を作成し、市及び各保育所（園）に毎

月報告すること。 

  (4) 業務内容の周知活動 

   提供事業者は、各保育所（園）において、当該業務内容の周知活動を行うこと。 

 

６ その他 

  (1) おむつ等については、国内流通メーカー品とし、使用上限枚数を設けないこと。 

  (2) おむつは、利用児童の年齢等に応じて必要なサイズ・タイプ（テープ・パンツ） 

   を取り扱うこと。 

  (3) 契約の方法は、児童 1人あたりの月額単価契約（保護者負担分を除く）とし、利

用者数の報告は提供事業者が行うこと。 

  (4) 請求及び支払いは月に 1回とする。 



  (5) 業務の実施に伴い発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）のために生じた 

   経費は、提供事業者が負担すること。 

  (6) 本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、または、本仕様書に定めのない事項 

   が生じた場合は、市と提供事業者双方協議の上、決定する。 


